
一般競争入札公告 

三重県蜜蜂協議会 蜂群配置調整適正化支援事業のうち地理情報システムの購入 

 

１ 入札方法 

  一般競争入札とする。 

 

２ 最低制限価格 

  最低制限価格を設けるので、当価格より低い場合は無効とする。 

 

３．入札参加資格条件 

  一般競争入札に参加できる者は、下記応募受付開始から入札執行日までの間において、

次に掲げる条件を全て満たした者とします。 

 （１）国または県及びその関係機関から指名停止措置を受けていないこと。 

 （２）過去に仕様書と同等以上の地理情報システムを販売した実績があること。 

 

４ 質疑応答期間 

 （１）受付期間 入札公告の日から１０日間（土曜日・日曜日・祝日を除く） 

 （２）受付方法 受付期間内に電子メール（tikusan@pref.mie.lg.jp）に、 

１会社名、２担当者名、３電話番号及び電子メールアドレス、４質問内

容、を記載して送信すること 

 （３）回答方法 質問者に対して電子メール受信日から２日以内（土曜日・日曜日・祝日

を除く）に原則電子メールにて回答。 

 

５ 入札参加申し込みの方法 

  以下に記載する書類の PDF ファイルを令和５年６月８日（木）１７時までに必着で三

重県畜産課（電子メールアドレス tikusan@pref.mie.lg.jp）へ電子メールに添付して送

付する。 

  （１）一般競争入札参加申請書 

  （２）契約に係る指名停止等に関する申立書（別記様式第２号） 

  （３）会社案内 

  



６ 入札執行の方法 

 （１）入札執行日時 令和５年６月９日（金曜日）午前１０時 開札 

 （２）開札執行場所 三重県津市栄町１丁目８９１番地 

           三重県吉田山会館 第３０４会議室 

  （３）入札方法   郵便入札（入札執行日の前日１７時までに三重県農林水産部畜産課

（〒514-8570 三重県津市広明町１３番地）に特定記録郵便、簡易

書留郵便、書留郵便のいずれかにて郵送、必着のこと。） 

  （４）開札方法   事業主により、開札して、予定価格内で最低制限価格を下回らない

最低の価格を提示した入札参加資格を満たす者を落札者とします。 

           開札への入札者の出席は任意とします。 

  

７ 地理情報システムの概要 別添入札仕様書による 

 

８ 納入期間 契約の日から令和５年１２月２０日まで 

 

９ その他 

  （１）提出された書類は返却しない。 

  （２）提出書類の作成及び提出に要する費用は提出者負担とする。 

  （３）本入札については、本協議会の構成員である三重県畜産課が窓口業務を担ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和５年５月２２日  

 三重県蜜蜂協議会 

 会長 水谷 俊介 

 

  



別添 

 

地理情報システムソフト仕様書 

 

１．目的 

蜜蜂飼育届を基に蜂群の属性情報と位置情報を適切に管理するたに地理情報システム

（以下、GISという）ソフトを導入することとする。 

※「蜂群（ほうぐん）」とは、蜜蜂の生活単位でのコロニーの事を指すが、養蜂において

は飼育単位であり、便宜上、巣箱１箱を１蜂群と計上している。 

 

２．機能 

蜜蜂飼育届は、毎年 1 月末に提出され、全てを GIS ソフトに登録することを想定して

いる。毎年登録される件数は約 200 件を上限と考えている。登録・管理するための GIS

ソフトは以下の機能を有することとする。 

（１）位置情報を入力すると該当箇所を地図上に表示できること。なお、位置情報は、

度分秒（整数値）及び度（小数点以下 6桁以上）とし、エクセル等を利用した変換

ツールが必要な場合は変換ツールを作成すること。 

（２）住所を入力すると国土地理院が整備している「街区レベル位置参照情報」等を利

用し字の代表地点を地図上に表示できること。 

（３）表示された地図上にコンテンツを登録できること。 

（４）以下の属性情報を登録できること。 

①蜂場番号（例：津 1-（１） 地域名 飼育者番号と蜂場番号を示す） ②飼育者

氏名 ③飼育場所住所 ④飼育者電話番号 ⑤飼育蜂群数（１月１日時点及び最大

蜂群数） ⑥蜂種（セイヨウ or ニホン or ２蜂種） ⑦飼育期間 ⑧協会員 

or 非協会員 ⑨養蜂業者 or 趣味者 ⑩届出年（西暦若しくは和暦） ⑪その他

（３行以上（１行あたりおよそ２０文字程度）文字入力できること） 

（５）空間コンテンツのそばに蜂群数を表示できること。 

（６）上記の属性情報でフィルタし、GIS上に任意のポイントのみを示す操作ができること

（例：令和４年登録分のみ表示する等）。 

（７）地名や属性、キーワード等の検索機能があり、検索した空間コンテンツのみ地図上に

表示できること 

（８）空間コンテンツの大きさ、形を自由に変更できること 

（９）空間コンテンツ間の距離を測定できること 

（１０）半径 2kmや半径 3km等の円の中にある空間コンテンツを検索できること。 

（１１）空間コンテンツをクリックすると属性情報が表示されること 

（１２）地図上に、任意に点・線・面・文字を作成できること 

（１３）空間コンテンツのエクスポートができること。なお、ファイル形式は CSV及びシェ

ープファイルとする。 

（１４）紙で提出された蜜蜂飼育届を三重県がエクセルを活用して電子化するため、その



情報を一括で GIS ソフトに取り込めること。なお、登録する属性情報は上記（４）

とし、位置情報は度分秒（整数値）及び度（小数点以下 6 桁以上）または住所とす

る。GIS ソフトに取り組むために変換ツールが必要な場合は、その変換ツールを作

成すること。 

（１５）背景地図を用意すること。なお、三重県が無償で提供している M-GISの背景地

図を利用することも可とする。（M-GISの背景地図はワールドファイルのない PNG

形式であり、ファイル名により座標を規定している。） 

 

３．動作環境 

Windows 10及び 11以上で動作すること。また、Windows以外の OSでも動作すること。 

 インターネットを必要とせず、スタンドアロンで動作すること。 

 

４．納品物 

インストールメディア：１枚 

インストール用マニュアル：１部 

操作マニュアル（空間コンテンツの登録・編集・削除方法やインポート・エクスポート

方法、各種検索・フィルタの方法、必要に応じて住所データの更新方法等が分かるも

の）：１部 

 

５．基準品 インフォマティクス社製 GC Planets スタンドアロン 

 

６．その他 

  導入にあたり、機能の使用方法について操作方法の研修を実施すること。 

  



一般競争入札参加申請書 

 

 三重県蜜蜂協議会 

 会長 水谷 俊介 様 

 

  私は、下記の入札案件に参加したいので、申請します。 

  なお、この申請書の記載事項については、事実と相違ないこと及び下記制約事項につい

て制約します。 

 

 年  月  日 

 

※入札参加希望者 住所 

社名又は名称 

                      代表者名            印 

（入札書に押印する印を使用してください。） 

 

１ 案件名称 三重県蜜蜂協議会  

 蜂群配置調整適正化支援事業のうち地理情報システムの購入 

 

２ 制約事項  

  ・当該一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者でないこと。 

  ・破産者で復権を得ない者でないこと。 

  ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条

第１項各号に掲げる者でないこと。 

 

３ 過去に仕様書と同等以上の地理情報システムを販売した実績 

販売時期 販売先 システムの名称 契約金額 

   年   月    

 

※押印は省略することができます。押印を省略した場合は、下表に「発行責任者及び担当者」

の氏名、連絡先を記載してください。 

 氏名 連絡先（電話番号） 

発行責任者   

担当者   

   ・押印された場合は記載の必要はありません。 

   ・発行責任者、担当者は同一人物でも可とします。 

   ・氏名については必ずフルネームで記載してください。 

  



別記様式第２号（第 11 及び第 28 関係） 

契約に係る指名停止等に関する申立書 

年  月  日  

 

三重県蜜蜂協議会 

会長 水谷 俊介 殿 

 

                   所 在 地  

                   社名又は名称 

                   代表者氏名 

 

 当社は、貴殿発注の物品契約の競争参加又は申込みに当たって、当該契約の履行

地域について、現在、 国または三重県及びその機関から物品契約に係る指名停止の

措置等を受けていないことを申し立てます。 また、この申立てが虚偽であることに

より当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立て ません。  

 

 

 

 

 

（注） 

１ 「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者であ

って、その命令の同一事案において他者が農林水産省の機関から履行地域における

指名停止措置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。 

なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な

期間を経過した場合は、この限りでない 

 

 

 


